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埼玉県下消防（局）本部が住宅用火災警報器の設置対策広報を実施します。 
 

埼玉県消防長会は、令和７年１１月に引き続き、県下の消防(局)本部で一斉に住宅用

火災警報器の啓発広報を実施します。 

県下２６消防(局)本部の消防職員が消防団員及び関係団体の協力のもと、駅頭や大型

商業施設等で住宅用火災警報器の設置促進及び維持管理などについて呼びかけます。 

住宅用火災警報器は、住宅内に設置する火災警報器で、煙を早期に感知し、警報音に

より火災を知らせます。このため、警報器を設置していたことで、火災に至る前に防ぐ

ことができたケースや、火災に至ったとしても、ぼやなどの小規模な被害で食い止めら

れたケースが県内でも多数報告されております。 

平成１８年６月１日に設置が義務化されて以来１５年以上が経過していますが、令和

７年６月１日現在の埼玉県の設置率は８３．８％と、全国平均の８４．９％を下回って

いる状況です。 

このような状況から、３月１日から３月７日にかけて実施される春季全国火災予防運

動に先駆けて令和８年２月２７日から、埼玉県内の消防(局)本部が一斉に広報を行い、

直接多くの県民に周知を図り、防火意識の高揚と住宅用火災警報器の設置率向上等を目

指すものです。 

 

１ 実施日 

  令和８年２月２７日（金）から令和８年３月７日（土） 

 ※ 消防本部によって実施日は異なります。（別添参照） 

 

２ 実施場所及び実施時間 

  駅頭や大型商業施設等で実施します。詳細な実施場所及び実施時間につきましては、

別添の実施計画一覧をご参照ください。 

 

３ 実施機関 

  埼玉県下２６消防(局)本部及び消防団並びに防火安全協会等の外郭団体 

 

４ 実施内容 

  チラシを挿入したポケットティッシュやリーフレットなどの啓発品を配布するこ

とで、県民の防火意識の高揚を図るとともに、住宅用火災警報器の設置率向上等を目

指します。 


